
第 11 号様式（第 11 条第１項） 

(副)  宅地造成に関する工事の変更許可通知書 

 

 

  

※ 

変 

更 

許 

可 

通 

知 

欄 

   年  月  日に申請のありました宅地造成に関する工事の計画の変更（受

付番号第  規変     号）については、次の条件を付けて許可しましたので、

宅地造成等規制法第 12 条第３項において準用する同法第 10 条第２項の規定により通

知します。 

 

横浜市    指令第  規変    号 

         年   月   日   

横浜市長             印 

 

１ 許 可 条 件 別 紙 の と お り  

２ 造 成 主 住 所 氏 名 
横浜市〇区〇〇町〇－〇 

■■不動産 株式会社 代表取締役 横浜 太郎    電話 045（000）0000 

３ 設 計 者 住 所 氏 名 
横浜市△区○○町二丁目 3 番 4 号        (申告番号) △△・・   

○○株式会社 横浜 花子             電話 045（000）0000   

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  
横浜市△区○○町二丁目 3 番 4 号 

▲▲株式会社 代表取締役 ○○ △男              電話 045（000）0000   

５ 宅 地 の 所 在 及 び 地 番  横浜市 〇〇 区 ●●４丁目 1233-3、-4 

６ 宅 地 の 面 積  ▲▲▲．▲▲㎡ 

７

工

事

の

概

要 

(1) 

 

切土又は盛土をする  

土 地 の 面 積 
○○．○○㎡ 

(2) 切土又は盛土の土量  
切 土 ×××㎥ 

盛 土 ■■㎥ 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

 RC造 5.0 ｍ 

3.0 ｍ 
24.0 ｍ 

■  別 紙 の と お り  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

 U字側溝 26 ㎝ 30 ｍ 

■  別 紙 の と お り  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
切土面については張芝、盛土面については筋芝。 

 

(6) 
工 事 中 の 危 害 防 止  

の た め の 措 置  

（１） 工事中は仮囲いを設ける。 

（２） 排水施設を設け、土砂の区域外への流出を防止する。 

(7) そ の 他 の 措 置  
軟弱地盤については地盤改良を行う。 

 

８ 
宅地造成の元許可年月日 

及 び 許 可 番 号  
〇年 〇〇月 〇〇日  第 〇 規 〇〇〇 号 

９ そ の 他 必 要 な 事 項 
予定建築物 戸建住宅【3 宅地】 

 

変更許可申請書と記載内容を

一致させてください。 

副本の頭紙です。次頁もあります。 

両面印刷してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意） 

１ ４欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

２ ９欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要する場合に

おいてのみ、その許可、認可等の手続きの状況を記入してください。 

 

宅地造成に関する工事の変更許可通知書に関する教示について 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、横浜市（代表者 横浜市長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、横浜市（代表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 


